
 

 

 

みなかみ町の財政について 

 

～財政状況と今後の財政推計（シミュレーション）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年１１月 



 

 

 

目    次 

 

 

Ⅰ はじめに           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

Ⅱ 町財政の現状と課題    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

    
１ 歳入歳出の状況（普通会計）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２～３ 

 

２ 財政指標の状況（普通会計）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２～３ 

 

Ⅲ 財政シミュレーション 
 
１ 計画の前提            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４～５ 
 
２ 歳入歳出（前期）         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６～７ 

 

３ 歳入歳出（後期）         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８～９ 

 
Ⅳ 用語の説明        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  10～11 
 



 

1 

Ⅰ はじめに 
 

全国的に地方財政の悪化が進んでいますが、右肩下がりの時代の財政危機であるこ

とから、過去に例のないような厳しさであり、事業の見直しだけでなく、人件費の削減や

施設の統廃合など、これまでとは違った対応が求められています。 

この資料は、みなかみ町の財政状況を明らかにするとともに、今後町の財政をどのよう

に運営すべきかを推計（シミュレーション）した資料です。 

 

 

Ⅱ 町財政の現状と課題 
 

国が進める地方への歳出削減の影響を受けて、財政は旧町村時代から新町「みなかみ

町」の発足にかけて危機的な状況が続いています。 

歳入においては、特に地方交付税の削減が著しく、平成１３年度から平成１７年度にか

けて９億５千万円、１６．６パーセントも減少しました。また、国県支出金も５億６千万円、３５．

９パーセント減少しています。 

歳入の減少に伴い、人件費や物件費等の削減に努めていますが、公債費（過去に借り

入れた地方債の償還費）が多額であることや扶助費などが増加していることから、これまで

の住民サービスの継続や新しいまちづくりに必要な財源を十分に確保できない状況にあり

ます。 このため、ここ数年は基金（貯金）を取り崩して財源を確保した結果、平成１３年度

末には約３５億円あった基金（貯金）残高が平成１７年度末に約１５億円と激減してしまいま

した。 

このようなことから、新町には合併によるスケールメリットを活かしながら、人員削減や施設

の統廃合等を計画的に進めるなど、これまで以上の行財政改革を進めることが求められて

います。そして、将来にわたって持続可能な安定した財政運営を行うことが喫緊の課題とな

っています。 
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 １ 歳入歳出の状況（普通会計） 

単位：億円 

項     目 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ 

歳  入  規  模 １７８．５ １６７．５ １５０．８ １４８．０ １４６．５

地 方 税 ４３．９ ４４．０ ４１．５ ３９．９ ３９．８

譲与税・交付金等 ８．０ ６．７ ７．０ ７．９ ８．０

地 方 交 付 税 ５７．３ ５２．２ ４７．２ ４４．０ ４７．８

地 方 債 ２７．０ ２２．６ ２１．１ １３．９ １０．５

国 ・ 県 支 出 金 １５．６ １４．８ １２．９ １１．５ １０．０

使用料・手数料 ４．３ ４．６ ５．０ ４．７ ４．５

繰 入 金 ５．４ １０．３ ５．６ １３．８ １７．１

内 訳 

そ の 他 １７．０ １２．３ １０．５ １２．３ ８．８

歳  出  規  模 １７１．５ １６２．０ １４５．０ １４４．１ １４１．２

人 件 費 ３２．２ ３２．２ ３１．０ ３０．５ ２９．６

公 債 費 ２３．７ ２４．６ ２４．９ ２５．５ ２６．２

扶 助 費 ５．１ ４．９ ６．４ ６．９ ７．０

補 助 費 １８．５ ２０．３ １８．０ ２０．１ １８．９

物 件 費 ２５．６ ２５．９ ２４．３ ２３．８ ２４．５

投 資 的 経 費 ５０．１ ３６．９ ２３．０ １８．５ １７．１

内 訳 

そ の 他 １６．３ １７．２ １７．４ １８．８ １７．９

資料：地方財政状況調査 

 

 

２ 財政指標の状況（普通会計） 

単位：億円、％ 

項     目 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ 

地 方 債 残 高 １９７．８ １９９．９ ２０２．９ １９５．８ １８４．５

基 金 残 高 ３４．７ ２９．１ ２７．１ ２１．２ １５．０

旧月夜野町 ８６．７ ９１．１ ９１．６ ９８．２ 

旧 水 上 町 １００．８ ９９．１ ９３．５ ９９．２ 
経常収支

比  率 
旧 新 治 村 ８３．３ ８８．６ ９０．６ ９６．４ 

１０２．８

資料：地方財政状況調査 
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歳入総額(普通会計)の推移             地方交付税の推移 
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Ⅲ 財政シミュレーション 
 

１ 計画の前提  

① 計画の目的 

みなかみ町が直面している財政危機状況を明らかにするとともに、標準的な財政

規模の実現に向けた財政計画を明らかにします。 

 

② 計画の期間 

平成１８年度（決算見込額）から平成３２年度まで（１５年間） 

 

③ 計画の前提 

著しい地方交付税の減額や少子高齢化の進展に伴う地方税の減収により、長期

的には財政規模を縮小せざるを得ません。全国の人口規模や面積などの類似団体

と比較すると、みなかみ町の財政規模は 100億円程度と推測されます。しかしながら、

合併直後から急激に規模を縮減することは不可能です。 

このため、最低限必要となる公共サービスや公共投資を維持しながら、計画的な

職員の定員管理や公共施設の統廃合等の行財政改革を進めることを前提に財政

推計（シミュレーション）を行います。 

 

④ その他 

地方交付税や地方税及び国県支出金等の推計は、現時点の制度に基づいて推

計しました。したがって、今後国が策定する地方財政計画や社会情勢等の変化によ

り、計画の修正・変更も必要となりますので、この財政推計は毎年ローリングするもと

します。 
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⑤ 将来人口の推計 
この人口推計をもとに、さまざまな収入・支出を計算しました。 
 
 

人口推計（総人口及び三階層別人口）
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◎歳入歳出（前期） 

単位：億円、％ 

項     目 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

歳 入 規 模 １３４．６ １３０．０ １２７．８ １２５．４ １２３．７ １１９．６ １１７．４ １１６．０

地 方 税 ３７．５ ３９．９ ３９．４ ３８．１ ３７．６ ３７．３ ３６．６ ３６．１

譲与税 ・交付

金 等 
８．６ ６．９ ６．９ ６．８ ６．８ ６．７ ６．６ ６．６

地 方 交 付 税 ４６．２ ４４．８ ４３．７ ４３．２ ４２．６ ４２．３ ４２．２ ４１．８

地 方 債 １７．２ １８．４ １８．２ １８．０ １７．７ １４．５ １４．３ １４．０

国・県支出金 １３．７ １２．３ １２．１ １１．９ １１．７ １０．９ １０．７ １０．５

使用料・手数料 ４．５ ３．２ ３．２ ３．１ ３．１ ３．１ ３．０ ３．０

繰 入 金 １．７ ０．３ ０．３ ０．３ ０．１ ０．９ ０．１ ０．１

内 

訳 

そ の 他 ５．２ ４．２ ４．０ ４．０ ４．１ ３．９ ３．９ ３．９

歳 出 規 模 １３４．６ １３０．０ １２７．８ １２５．４ １２３．７ １１９．６ １１７．４ １１６．０

人 件 費 ２８．０ ２７．６ ２７．３ ２８．０ ２７．３ ２６．８ ２６．３ ２５．４

公 債 費 ２３．５ ２３．７ ２２．５ ２２．７ ２１．９ ２３．１ ２２．０ ２０．７

扶 助 費 ７．１ ７．２ ７．２ ７．２ ７．２ ７．２ ７．２ ７．１

補 助 費 １７．０ １６．５ １６．５ １６．４ １６．０ １６．０ １６．０ １６．０

物 件 費 ２１．７ １９．８ １９．３ １８．８ １８．４ １７．９ １７．５ １７．０

投 資 的 経 費 ２１．１ １８．９ １８．７ １５．９ １６．５ １５．１ １５．０ １６．３

内

訳 

そ の 他 １６．２ １６．３ １６．３ １６．４ １６．４ １３．５ １３．４ １３．５

基金残高（貯金） １９．４ ２２．０ ２４．８ ２７．０ ３０．３ ２９．４ ２９．２ ２９．０

地 方 債 残 高 １８４．５ １８３．２ １８２．９ １８２．３ １８２．３ １７８．０ １７４．５ １７２．２

実質公債費比率 ２０．７ ２１．２ ２０．５ １８．７ １８．２ １７．５ １７．９ １７．６
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◎歳入歳出（後期） 

単位：億円、％ 

項     目 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

歳 入 規 模 １１５．０ １０６．０ １０３．６ １０２．３ １００．９  ９９．５  ９８．０

地 方 税 ３５．８ ３４．８ ３４．５ ３４．２ ３４．１ ３４．０ ３３．８

譲与税 ・交付

金 等 
６．５ ６．５ ６．４ ６．４ ６．３ ６．３ ６．２

地 方 交 付 税 ４１．６ ４１．１ ４０．５ ３９．９ ３８．９ ３８．０ ３７．１

地 方 債 １３．８ ８．５ ８．３ ８．１ ７．８ ７．６ ７．４

国・県支出金 １０．３ ８．２ ７．１ ７．１ ７．０ ７．０ ６．９

使用料・手数料 ３．０ ２．９ ２．９ ２．９ ２．８ ２．８ ２．８

繰 入 金 ０．１ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１

内 

訳 

そ の 他 ３．９ ３．９ ３．８ ３．６ ３．９ ３．７ ３．７

歳 出 規 模 １１５．０ １０６．０ １０３．６ １０２．３ １００．９ ９９．５ ９８．０

人 件 費 ２４．７ ２３．７ ２２．６ ２２．０ ２１．４ ２１．０ ２１．０

公 債 費 ２０．６ １９．７ ２０．３ １９．８ ２０．４ ２０．４ ２０．６

扶 助 費 ７．１ ７．１ ７．１ ７．１ ７．１ ７．１ ７．１

補 助 費 １６．０ １６．０ １５．９ １５．８ １５．８ １４．６ １４．２

物 件 費 １６．６ １６．２ １５．８ １５．４ １５．０ １４．６ １４．３

投 資 的 経 費 １６．６ １０．０ ８．５ ８．８ ７．９ ８．６ ７．６

内

訳 

そ の 他 １３．４ １３．３ １３．４ １３．４ １３．３ １３．２ １３．２

基金残高（貯金） ２８．８ ２８．６ ２８．３ ２８．１ ２７．９ ２７．７ ２７．５

地 方 債 残 高 １６９．７ １６３．０ １５５．３ １４７．６ １３８．９ １２９．８ １２０．０

実質公債費比率 １７．５ １６．７ １６．３ １６．３ １６．２ １６．６ １６．４
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Ⅳ用語の説明 

 
◎ 歳 入 
 
○ 地 方 税 
地方公共団体に課税権のあるものが地方税です。 
普通税…町民税・固定資産税・軽自動車税・町たばこ税・鉱産税・特別土地保有税 
目的税…入湯税・都市計画税・国民健康保険税 
 

○ 譲与税・交付金等 
譲与税は、地方道路譲与税・自動車重量譲与税などがあり、交付金は、地方消費税交

金・自動車取得税交付金などがあり、実質的には地方の財源とされているものについて、課

税の便宜上等の理由から国や県が代行して徴収したものを、一定の割合で地方に交付する

ものです。 
 

○ 地方交付税 
地方公共団体の財源には、地域経済の発展度合いなどによって不均衡が生じています。

この調整を図るとともに、どの公共団体においても一定の行政サービスが提供できるように、

財源を保障するものが地方交付税制度です。交付税は、国税５税（所得税・法人税・酒税・

消費税・たばこ税）の一定割合を地方公共団体の財政力に応じて交付されるもので、普通交

付税と特別交付税に分かれています。 
 

○ 地  方  債 
地方公共団体が資金調達のための手段として、第３者から金銭を借り入れ、又は債券を発

行することにより負う債権であり、その返済が一会計年度を超えて行われるものをいいます。 
したがって、一会計年度内おいて、歳計現金の不足を補うために借り入れる一時借入金は、

地方債に含まれません。地方債を起こすことを起債といいます。 
 

○ 国・県支出金 
国や県は地方公共団体に対して、負担金、補助金、交付金、委託金等の名称によって支

出金を交付しています。一般的には、地方交付税や国有資産等所在市町村交付金等のよう

に使途が特定されていないものは除外し、特定財源としての性格を有するものを指します。 
 

○ 使用料・手数料 
使用料は、行政財産や公施設の利用の対価や、幼稚園の保育料、町営住宅家賃等があ

り、手数料は、地方公共団体の事務で特定の者のために提供する役務に対して、その費用

を補うために徴する金銭をいいます。住民基本台帳手数料・税務証明手数料・ゴミ収集手数

料等があります。 
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○ 繰 入 金 
地方公共団体の各会計間、すなわち一般会計、特別会計、基金等の会計間における現

金の移動のことをいいます。 
       また、一般会計の歳入に不足を生じる場合には、財政調整基金を取り崩して一般会計に
繰り入れ、不足額を補うことがあります。 

 

 

 

 

◎ 歳 出 
 
○ 人 件 費 

議員報酬、特別職給与、職員給、地方公務員共済負担金、退職金、恩給及び退職年金、災

害補償費、社会保険料等共済費、退職手当組合負担金などがあります。 

 

○ 公 債 費 

地方公共団体が借り入れた地方債(借金)の元利償還金及び一時借入金の合算額です。 

 

○ 扶 助 費 

歳出予算の「２０節 扶助費」から支出される経費で、社会保障制度の一環として、各種法令

（児童福祉法、老人福祉法等）に基づき、被扶助者に対してその生活を維持するために支出さ

れる経費です。 

 

○ 補 助 費  

各種団体に対する補助金や一部事務組合に対する負担金で、その他には報償費、保険料、

寄付金、公課費等があります。 

 

○ 物 件 費 

人件費、維持修繕費、扶助費以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費で、賃金、

旅費、交際費、需用費、備品購入費、委託料、使用料・手数料及び賃貸料、原材料費等があり

ます。 

 

○ 投資的経費  

普通建設事業費や災害復旧事業費等に係る経費で、工事請負費や公有財産購入費等が

あります。 

 

○ そ の 他 

投資及び出資金、貸付金、積立金等がありますが、特定目的基金の積立金（合併振興基金

を含む）が大部分を占めています。 
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